
- 1 -

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
競
争
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
競
争
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

い
う
。

い
う
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

営
業
秘
密
を
保
有
す
る
事
業
者
（
以
下
「
保
有
者
」
と
い
う
。
）
か

七

営
業
秘
密
を
保
有
す
る
事
業
者
（
以
下
「
保
有
者
」
と
い
う
。
）
か

ら
そ
の
営
業
秘
密
を
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
不
正
の
利
益
を
得
る

ら
そ
の
営
業
秘
密
を
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
不
正
の
競
業
そ
の
他

目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘

の
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る

密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
す
る
行
為

目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
す
る
行
為

八
～
十
五

（
略
）

八
～
十
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る

（
新
設
）

目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
（
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
又
は
人
を

脅
迫
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
管
理

侵
害
行
為
（
財
物
の
窃
取
、
施
設
へ
の
侵
入
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
保
有
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
営
業
秘
密
を
取
得
し
た
者

二

詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
営
業
秘
密
を
、

一

詐
欺
等
行
為
（
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
又
は
人
を
脅
迫
す

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目

る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
又
は
管
理
侵
害
行
為
（
営

的
で
、
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
（
以
下

「
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
の
窃
取
、
営
業
秘
密
が
管
理

さ
れ
て
い
る
施
設
へ
の
侵
入
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス

行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
保
有

者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
取
得
し
た

営
業
秘
密
を
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

（
削
る
）

二

前
号
の
使
用
又
は
開
示
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
又
は

管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
営
業
秘
密
を
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法

で
取
得
し
た
者

イ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
取
得
す
る
こ
と

。
ロ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録

に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
。

三

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
利
益
を

三

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の

得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
営

目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
又
は
横
領

業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
き
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法

そ
の
他
の
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
く
行
為
に

で
そ
の
営
業
秘
密
を
領
得
し
た
者

よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法
で
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又

イ

営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
（
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ

は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
を
領
得
し
、
又
は
作
成
し
て
、
そ

れ
た
文
書
、
図
画
又
は
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

同
じ
。
）
又
は
営
業
秘
密
が
化
体
さ
れ
た
物
件
を
横
領
す
る
こ
と
。

イ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
領
得
す
る
こ
と

ロ

営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
若
し
く
は
記
録
に
つ
い
て
、
又
は

。

営
業
秘
密
が
化
体
さ
れ
た
物
件
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る

ロ

保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録
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こ
と
。

に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
。

ハ

営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録
で
あ
っ
て
、
消
去
す
べ

き
も
の
を
消
去
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
記
載
又
は
記
録
を
消
去
し
た
よ

う
に
仮
装
す
る
こ
と
。

四

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
営
業
秘
密

（
新
設
）

の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
領
得
し
た
営
業
秘
密
を
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ

の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る

任
務
に
背
き
、
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

五

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、

四

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、

執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
監
事
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ

執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
監
事
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
従
業
者
で
あ

ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
従
業
者
で
あ

っ
て
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加

っ
て
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務

え
る
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
き
、
そ
の
営

に
背
き
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
（
前
号
に
掲

業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

げ
る
者
を
除
く
。
）

）
六

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
又
は
従
業
者
で
あ
っ

五

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
そ
の
役
員
又
は
従
業
者
で
あ
っ

た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に

た
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
そ
の
在
職
中
に
、
そ
の
営

損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
在
職
中
に
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に

業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
い
て
そ
の
営
業
秘
密
の
開
示
の
申
込

係
る
任
務
に
背
い
て
そ
の
営
業
秘
密
の
開
示
の
申
込
み
を
し
、
又
は
そ

み
を
し
、
又
は
そ
の
営
業
秘
密
の
使
用
若
し
く
は
開
示
に
つ
い
て
請
託

の
営
業
秘
密
の
使
用
若
し
く
は
開
示
に
つ
い
て
請
託
を
受
け
て
、
そ
の

を
受
け
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
そ
の
職
を
退
い
た
後
に
使
用
し
、
又
は

営
業
秘
密
を
そ
の
職
を
退
い
た
後
に
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
（
第

開
示
し
た
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

七

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る

六

不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
の
罪

目
的
で
、
第
二
号
又
は
前
三
号
の
罪
に
当
た
る
開
示
に
よ
っ
て
営
業
秘

に
当
た
る
開
示
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を

密
を
取
得
し
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
罪
は
、
詐
欺
等
行
為

４

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
罪
は
、
詐
欺
等
行
為

若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
時
又
は
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
時
に

若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
時
又
は
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
時
に

日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
営
業
秘
密
に
つ
い
て
、
日
本
国
外

日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
営
業
秘
密
に
つ
い
て
、
日
本
国
外

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

第
二
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

第
二
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
第
一
項

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
第
一
項

第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
七
号
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
三

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
三

億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
一
項
第

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
一
項
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
の
罪
に
係
る
同
条
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
項
第
五
号
の
罪
に
係
る
同
条
第

三
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法

三
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法

人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告
訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生

人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告
訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生

ず
る
も
の
と
す
る
。

ず
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
七

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六

号
又
は
第
二
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場

号
又
は
第
二
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場

合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の

合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の

期
間
に
よ
る
。

期
間
に
よ
る
。


